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 ３．
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 ６．特記仕様書

工事説明書業務説明書

概要

本業務は道路橋定期点検要領で定める橋梁定期点検を実施するものである。

橋梁の安全性を確認するとともに、橋梁補修に係る基礎データを収集することを目的とする。

契約書に示す着手の日から令和 8年 2月18日までとする。

・道路橋定期点検業務委託積算資料　・その他関係資料及び特記仕様書によること

場所

期間

図面

仕様書

位置図のとおり。

別添のとおり。

別添のとおり。（図面1枚）
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１ 役務名 

国庫補助事業 白石区橋梁点検調査業務 

 

２ 履行期間 

  契約締結日から令和 8年（2026 年）2月 18 日まで 

 

３ 場所 

位置図のとおり。 

 

４ 対象橋梁 

  一覧表（別添 1）のとおり 

 

５ 目的 

  本業務は、道路法施行規則第 4条の 5の 6の規定に基づいて実施する道路橋定期 

点検を行い、点検結果に基づく健全性を診断し、評価を行うことを目的とする。 

 

 ６ 基準 

   以下の基準等に基づき役務を進めることとする。 

  （1）道路橋定期点検要領：国土交通省 道路局 

  （2）道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）：国土交通省 道路局 

  （3）基礎データ収集要領：国土交通省 道路局 国道・技術課 

  （4）特定の溝橋の定期点検に関する参考資料：国土交通省 道路局 国道・技術課 

  （5）点検支援技術性能カタログ（橋梁・トンネル）：国土交通省 道路局 

  （6）道路橋点検必携：公益社団法人 日本道路協会 

  （7）道路橋示方書・同解説：公益社団法人 日本道路協会 

  （8）橋梁定期点検要領 第 3章「橋梁利用者及び第三者被害の予防」：国土交通省 

道路局 国道・技術課 

  （9）定期点検対象施設の ID 付与に関する参考資料（案）：国土交通省 

  （10）新技術利用のガイドライン（案）：国土交通省 
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 ７ 業務内容 

項目 内容等 

Ａ 共通  

計画準備  

・業務計画書作成 業務実施に当たり、点検及び診断の実施体制を整え、

業務実施方針、工程表、打合せ計画等を記した業務計画

書を作成、提出する。なお、変更があった場合は変更業

務計画書を提出すること。 

・部材番号図の作成 

及び修正 

基礎データ収集要領（道路橋）に従い、部材番号図を

作成する。また、橋梁拡幅などの構造変更による径間分

割等を行う場合は、部材番号図の修正を行う。 

現地踏査 定期点検に先立って現地踏査を行い、橋梁の変状（劣

化・損傷等）程度を把握する他、橋梁の立地環境、交通

状況、交通規制の要否、近接手段等について現場の概況

を調査して記録（写真撮影含む）する。現地踏査にあた

っては、既存の定期点検の記録等の情報を活用して実施

するものとする。 

打合せ 打合せは、「業務着手時」「中間打合せ」「成果品納入

時」を標準とする。 

関係機関との協議資 

料の作成 

本業務を行うために必要となる関係機関（鉄道事業者

や高速道路会社、他官公庁）への申請等の協議資料の作

成を行う。関係機関となる相手は、10 のとおりとする。 

報告書作成 点検及び診断の結果を取りまとめ、11 に示す報告書を

まとめる。 

Ｂ 橋梁点検  

状態の把握（点検） 道路橋定期点検要領に基づき、橋梁点検車、高所作業

車、点検用足場、あるいは梯子等を用いて橋梁点検を近

接目視にて行う。 

 



3 

 

第三者被害予防措置

（打音検査） 

打音検査は、所定のハンマでコンクリート表面をたた

いてその打音から損傷の有無を推定する。打音検査で濁

音が認められた箇所には、チョークでマーキングを行

う。またマーキングされたうき・剥離箇所に対して、所

定の石刃ハンマでできる限りその部分のコンクリートを

叩き落すものとする。なお、うき・剥離の範囲が広い場

合や PC 桁等叩き落すことによって構造安全性が損なわれ

る恐れがある場合は、担当職員と協議するものとする。 

点検調書作成  

・状態の把握 点検結果及び基礎データ収集要領等に基づき点検調書

を作成するものとする。 

・第三者被害予防措置 第三者被害予防措置の打音検査結果を基に措置調書を

作成するものとする。 

Ｃ 橋梁診断  

健全性の診断 道路橋定期点検要領に基づき、点検結果及び第三者被

害予防措置結果から、橋単位の「健全性の診断区分Ⅰ～

Ⅳ」を診断し、その根拠となる技術的な評価を行う。 

診断調書作成 健全性の診断結果を踏まえて、道路橋定期点検要領

（技術的助言の解説・運用基準）様式 1から 3までを作

成する。 
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８ 配置技術者の資格 

  （1）主任技術者 

主任技術者とは、契約の履行に関し業務の管理及び統轄を行う者をいう。主 

任技術者は、以下のいずれかの資格を有する者を配置しなければならない。 

なお、技術士又は国土交通省登録技術者資格を有する場合は、橋梁点検員及 

び橋梁診断員を兼務できる。 

・技術士（総合技術監理部門：建設 - 鋼構造及びコンクリート） 

・技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート） 

    ・RCCM（鋼構造及びコンクリート） 

    ・国土交通省登録技術者資格 

     ※「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規 

定（国土交通省告示第 1107 号）」に基づき、国土交通大臣の登録を受けた 

資格をいう。なお、対象資格は以下のとおりとする。 

業務 施設分野 

点検 橋梁（鋼橋）、橋梁（コンクリート橋）、橋梁（鋼・コ

ンクリート橋以外の橋） 診断 

（2）橋梁点検員 

     橋梁点検員とは、点検を実施・管理し、損傷程度の評価を行う者をいう。橋 

梁点検員は、８(1)のうち、技術士又は国土交通省登録技術者資格を有するもの 

とする。なお、診断に必要な資格を有する場合は、橋梁診断員を兼務できる。 

（3）橋梁診断員 

橋梁診断員とは、点検結果等から損傷原因の推定等を行い、健全性の診断を 

行う者をいう。橋梁診断員は、８(1)のうち、技術士又は国土交通省登録技術者 

資格を有するものとする。なお、点検に必要な資格を有する場合は、橋梁点検 

員を兼務できる。 

（4）業務履行体制及び保有資格の確認 

     業務計画書の履行体制に、配置技術者の立場・役割を明確に記載するものと 

する。また、資格要件の確認を行うため、保有資格について業務計画書に記載 

すること。  
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９ 打合せ 

  （1）受託者は、業務上不明な点、または疑義を生じた場合は、速やかに担当職員 

と協議を行うものとし、その時期を失して手戻りとならないように留意する。 

  （2）中間打合せ（対面）の回数は、以下のとおりとする。 

ただし、中間打合せ（対面）は、担当職員と協議の上、打合せ（対面）の 

回数を変更できるものとする。 

 （3）業務の区切りは以下のとおりとする。 

ア 業務着手時 

    イ 業務中間時（2回） 

    ウ 成果物納入時 

  （4）関係機関打合せ協議（対面）は、2回を見込むものとする。 

  （5）打合せは原則として主任技術者が立ち会うものとする。その際、主任技術者 

は、業務計画書に基づく業務工程等の管理状況等を報告しなければならない。 

  （6）打合せ場所は札幌市白石区土木センターとする。 

 

10 関係機関との協議資料作成 

   本業務における関係機関との協議は以下を見込んでいる。なお、協議にあたり 

必要な資料作成を行うこと。 

No 関係機関 

1 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 札幌河川事務所 

2 北海道札幌建設管理部事業課 
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11 成果品 

 （1）報告書作成 

成果品とする報告書は以下のとおりとする。紙の報告書を 1部及び電子記憶 

媒体に保存したものを、正副 1部ずつ提出すること。なお、紙の報告書は、簿 

冊内に下記の並びで整理し、2～4は橋ごとにまとめることとする。 

No 内容 規格 詳細 

1 定期点検結果の総括表 A4、PDF、

Excel 

実施した橋梁の健全性の診

断結果等が一覧で総括され

たもの 

2 診断調書（国提出様式） 

・道路橋定期点検要領（様式 1）か 

ら（様式 3）まで 

A4、PDF、

Excel 

点検調書を基に健全性の診

断を行い記録したもの 

3 点検調書 

・データ収集結果の記録（様式 1） 
 【基礎データ収集要領】 

・データ記録時の現地状況写真 

（その 1）【橋梁定期点検要領】 

・要素番号図及び部材番号図 

（その 6）【橋梁定期点検要領】 

・損傷程度の評価結果（様式 2） 
 【基礎データ収集要領】 

・損傷図（その 3-1）【橋梁定期点検要領】 

・損傷写真（その 3-2） 
 【橋梁定期点検要領】 

・データの収集記録の方法 

（その 2）【橋梁定期点検要領】 

A4、PDF、

Excel、

CAD(P21) 

近接目視等により橋梁の状

態を把握し記録したもの。

また、近接目視以外の方法

を選定した箇所を記録す

る。 

要素番号図及び部材番号図 

は過年度点検等のものを利 

用すること。 

4 第三者被害予防措置調書 

・橋梁利用者及び第三者被害予防 

措置の実施記録様式（その 1）か 

ら（その 3）まで 

 

A4、PDF、

Excel 

第三者被害を予防するため

に、打音調査や叩き落しの

結果等を記録したもの 
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5 打合せ簿 A4、PDF、

Word 等 

打合せ簿及びその打合せで

利用した資料 

6 関係機関との協議資料 A4、PDF、

Word 等 

関係機関との協議内容を整

理したもの 

  （2）保存フォルダ名 

電子納品における調書については、フォルダ名及びファイル名を下記のとお 

り指定する。数字は全て半角、カッコは全角とする。指定以外のファイルは、 

わかりやすい名称で保存すること。 

【第 1階層】 

フォルダ名 

報告書 国庫補助事業 白石区道路橋定期点検業務（2025） 

【第 2階層】 

フォルダ名 

01 定期点検結果総括表 

02 診断調書（国提出様式） 

03 点検調書 

04 第三者被害予防措置調書 

05 打合せ簿 

06 関係機関との協議資料 

07 その他 

【第 3階層】 

・02 診断調書（国提出様式）のファイル名を指定する。 

ファイル名 例 

路線名_橋梁名.xlsx 

路線名_橋梁名.pdf 

札幌当別線_あいの里跨線橋（上）.xlsx 

札幌当別線_あいの里跨線橋（上）.pdf 

・03 点検調書と 04 第三者被害予防措置調書のファイル名を指定する。 

ファイル名 例 

調書名_橋梁名.xlsx： 

調書名_橋梁名.pdf 

部材番号図_橋梁名.p21 

点検調書_あいの里跨線橋（上）.xlsx 

点検調書_あいの里跨線橋（上）.pdf 

部材番号図_あいの里跨線橋（上）.p21 

※ ファイル名に記載する路線名等は、診断調書（国提出様式）（様式 1） 

に記載されたものと同様にすること。 
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12 安全管理 

（1）保安施設 

交通規制等を伴う場合は、交通管理者との協議のうえ道路使用許可を取得 

し、それに定められた通りの時間内にて作業を完遂すること。また交通誘導警 

備員の配備及び保安施設の設置についても、上記同様、事前に交通管理者の道 

路使用許可を受け、交通状況に応じた適切な配置を行い安全管理に努めるこ 

と。 

（2）交通誘導警備員 

     市街地（人口集中地区（DID 地区）及びこれに準じる地区）及び公安委員会 

が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に関わる現地踏査を行う場 

合には、配置する交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であって、下表に 

示す交通誘導警備業務に係る 1級又は 2級検定合格者を配置すること。 

資格 確認資料 

交通誘導軽微業務に係る 1級又は 2級検

定合格警備員 

検定合格証明書（写し） 

ア 交通誘導警備員の配置に当たっては、1級又は 2級検定合格警備員を 1人 

以上とすること。 

イ 交通誘導警備員としての資格等を確認出来る資料を提出すること。 

ウ 「公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線」につい 

ては、北海道警察本部ホームページによる。 

(http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/seian/koutu_keibigyou/koutu_keibi.html) 
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13 点検支援技術の活用 

受託者は、本業務に活用可能な点検支援技術を選定し、委託者へ協議すること。  

点検支援技術を活用することで、記録作業の省力化及び高度化を図ることやコス 

  トの縮減並びに安全性の向上を図ることを目的とする。 

（1）点検支援技術の活用 

点検支援技術とは、「点検支援技術性能カタログ（国土交通省）」に掲載され 

ている技術を原則とする。ただし、点検支援技術性能カタログに掲載されている 

技術と同等かそれ以上に効果的・効率的であることが受託者及び委託者の間で確 

認できる技術であれば活用しても良い。なお、全ての部位への活用を原則とする 

ものではなく、点検支援技術によらない方法と併用することなども含め、委託者 

と協議のうえ効率的な活用を行うこと。 

（参考 1）点検支援技術 性能カタログ（国土交通省） 

     https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/ 

 （参考 2）NETIS 新技術情報提供システム 

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/ 

（2）点検支援技術の活用に関する計画及び報告 

協議を行うにあたり、点検支援技術使用計画を作成し、委託者の合意を得るこ

と。また、点検支援技術使用計画に対する実施事項について委託者に結果を報告

するものとする。なお、点検支援技術使用計画の作成及び結果報告は、「新技術

利用のガイドライン（案）平成 31 年 2 月 国土交通省」を参考とすること。 

（参考）新技術利用のガイドライン（案） 

    https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/yobo5_1.pdf 

（3）点検支援技術の活用に関する費用 

設計変更の対象とする。 
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 14 積算単価について 

 本業務に係る積算にあたり、使用された追加単価（札幌市で公表されている一般 

実勢価格（見積策定単価））については、次のとおり閲覧できる。 

公表場所 ・札幌市役所本庁舎 8階 土木部 工事課 

・区土木部維持管理課（区土木センター） 

公表方法 閲覧用ファイル（土木部所管土木工事追加単価及び歩掛綴）※ 

   ※ 使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品等を指定したもの 

ではない。 

 

15 貸与資料 

   対象橋梁の前回の点検・診断調書等の成果品を貸与する。貸与資料は履行期間中 

に返却すること。 

   なお、その他業務に必要なものがあれば、担当職員と協議の上貸与する。 

 

16 個人情報取扱 

 個人情報の取り扱いについては、別添特記事項によるものとする。なお、事故報 

告書など、業務関係者以外の第三者の個人名・住所・連絡先が記載された書類を 

提出する場合が特記事項による個人情報の取り扱いに該当するため、そのような 

事象が発生した場合は、特記事項に従って対応すること。 

 

17．環境への配慮 

・本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努 

めること。 

・両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努める 

こと。 

・自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイド 

リングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

・業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライ 

ン指定品を使用すること。 
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18 その他 

  ・現地状況と貸与する数量調書に相違があれば担当職員と協議すること。 

   ・身分証明書について、受託者は、土地の所有者、そのほか関係人からの請求が 

あったときは、身分証明書を掲示するものとする。なお、交付された身分証明 

書を逸失しないように厳重に管理すること。 

 ・受託者は、本業務に関する事項及び作業上知り得た一切の事項について、これ 

を外部に漏洩してはならない。 

・過去の点検で確認されている損傷がある場合には、その進行の程度を確認し、 

調書に記載すること。また写真撮影の際は前回点検と同様のアングル（定点写 

真）にて撮影を励行すること。 

・橋梁点検中に、緊急の対策を必要とする損傷が発見された場合は、速やかに担 

当職員に報告し、指示を得ること。 

・積算上の足元条件については、最も支配的な条件を選定しており、各部材の点 

検手法を強制するものではない。そのため、実際の点検手法については、原則 

近接目視点検が可能となるよう、担当職員と協議し選定すること。 

・本業務における点検結果並びに成果品については、本市の同意なくして使用して 

はならない。 

・その他本業務に疑義が生じた場合は、担当職員と協議すること。 



令和7年度　対象橋梁一覧表
（別添２）

年度
診断
区分

40002 1 1 43.03720,141.45140 ② 白石区 開栄橋（下） (ｶｲｴｲﾊﾞｼ) 市道信濃中学校通北線 1972 59.0 14.5 白石区流通センター４丁目 R2 Ⅲ R6
40002 2 2 43.03731,141.45144 ② 白石区 開栄橋（上） (ｶｲｴｲﾊﾞｼ) 市道信濃中学校通北線 1972 59.0 14.5 白石区流通センター４丁目 R2 Ⅱ
40003 0 3 43.08480,141.43323 ② 白石区 東栄橋 (ﾄｳｴｲﾊﾞｼ) 市道米里線 1999 64.0 20.0 白石区米里２２１１番２先 R2 Ⅱ
40005 0 4 43.04098,141.43155 ② 白石区 本通橋 (ﾎﾝﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ) 市道白石神社西６号線 1968 27.0 20.0 白石区平和通１４丁目南 R2 Ⅱ
40008 1 5 43.06268,141.40405 ③ 白石区 北郷一条橋（車） (ｷﾀｺﾞｳｲﾁｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道菊水元町５丁目中通１号線 1969 23.5 5.5 白石区北郷１条１丁目 R2 Ⅰ
40008 2 6 43.06270,141.40408 ③ 白石区 北郷一条橋（左歩） (ｷﾀｺﾞｳｲﾁｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道菊水元町５丁目中通１号線 1994 23.5 1.5 白石区北郷１条１丁目 R2 Ⅰ
40008 3 7 43.06265,141.40403 ③ 白石区 北郷一条橋（右歩） (ｷﾀｺﾞｳｲﾁｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道菊水元町５丁目中通１号線 1994 23.5 1.5 白石区北郷１条１丁目 R2 Ⅰ
40009 0 8 43.06410,141.40553 ② 白石区 北郷２条橋 (ｷﾀｺﾞｳﾆｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道北郷２条西線 2000 23.0 20.0 白石区北郷２条１丁目２番８先 R2 Ⅰ
40010 0 9 43.06451,141.40598 ③ 白石区 北郷３条橋 (ｷﾀｺﾞｳｻﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道北郷３条西中通１号線 1971 23.3 5.5 白石区北郷３条１丁目 R2 Ⅰ R1
40012 1 10 43.04372,141.45486 ③ 白石区 厚別鉄北橋 (ｱﾂﾍﾞﾂﾃﾂﾎｸｷｮｳ) 市道鉄北線 1972 59.4 6.0 白石区川下１条９丁目 R2 Ⅰ R2
40012 2 11 43.04379,141.45486 ③ 白石区 鉄北歩道橋 (ﾃﾂﾎｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道鉄北線 1997 63.0 3.4 白石区川下１条９丁目 R2 Ⅰ R2
40019 0 12 43.06949,141.43270 ③ 白石区 清栄橋 (ｾｲｴｲﾊﾞｼ) 市道１２号幹道線 1973 48.9 9.0 白石区川北２３２９番３地先 R2 Ⅱ
40023 0 13 43.07187,141.45627 ③ 白石区 横町橋 (ﾖｺﾁｮｳﾊﾞｼ) 市道川下北支線 1976 77.3 7.5 白石区川下２０６８番２地先 R2 Ⅱ
40038 0 14 43.07416,141.44856 ⑤ 白石区 １１号７線橋 (ｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳﾅﾅｾﾝﾊﾞｼ) 市道１１号幹道線 1988 3.5 12.2 白石区川下２１３０番１地先 R2 Ⅰ
40039 0 15 43.05449,141.39913 ④ 白石区 区画６号南橋 (ｸｶｸﾛｸｺﾞｳﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 市道白石中央１条５丁目５号線 2010 11.2 8.0 白石区中央１条５丁目 R2 Ⅰ
40040 0 16 43.05390,141.40000 ④ 白石区 区画７号橋 (ｸｶｸﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道東札幌５丁目２号線 1969 7.4 11.0 白石区中央１条６丁目 R2 Ⅰ
40041 0 17 43.07438,141.44146 ④ 白石区 １１号厚幹橋 (ｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｱﾂｶﾝﾊﾞｼ) 市道１１号幹道線 1989 11.7 11.0 白石区川下２６９８番地先 R2 Ⅰ
40048 0 18 43.06010,141.40226 ④ 白石区 区画２号橋 (ｸｶｸﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道白石中央３条７号線 1972 11.3 10.0 白石区中央３条４丁目 R2 Ⅰ
40049 0 19 43.05915,141.40207 ④ 白石区 区画３号橋 (ｸｶｸｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道白石中央３条６号線 1969 9.1 8.0 白石区中央３条４丁目 R2 Ⅱ
40050 0 20 43.05760,141.40115 ④ 白石区 区画４号橋 (ｸｶｸﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道白石中央３条線 1970 8.2 20.0 白石区中央２条５丁目 R2 Ⅰ
40051 0 21 43.05681,141.40059 ③ 白石区 区画５号橋 (ｸｶｸｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道白石中央２条６号線 2009 15.8 8.0 白石区中央２条５丁目 R2 Ⅰ
40052 0 22 43.05531,141.39943 ④ 白石区 区画６号橋 (ｸｶｸﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道白石中央２条７号線 2010 12.3 8.0 白石区中央２条５丁目 R2 Ⅰ
40065 0 23 43.08961,141.44247 ④ 白石区 ８号幹道橋 (ﾊﾁｺﾞｳｶﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 市道８号幹道線 1997 14.0 10.5 白石区東米里２５４９番先 R2 Ⅰ
40068 0 24 43.09282,141.44254 ④ 白石区 川沿厚幹橋 (ｶﾜｿﾞｴｱﾂｶﾝﾊﾞｼ) 管理橋 1981 13.8 5.5 白石区東米里２５４７番地先 R2 Ⅰ
40073 0 25 43.06736,141.41773 ④ 白石区 １１線橋 (ｼﾞｭｳｲﾁｾﾝﾊﾞｼ) 市道１１線幹道線 1982 12.6 10.0 白石区北郷６条３丁目 R2 Ⅱ
40074 0 26 43.07445,141.42624 ③ 白石区 米里川橋 (ﾖﾈｻﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道逆川線 1979 17.0 13.5 白石区米里３条３丁目 R2 Ⅱ
40075 0 27 43.08392,141.43173 ⑤ 白石区 米里北小橋 (ﾖﾈｻﾄｷﾀｺﾊﾞｼ) 市道９線幹道線 1994 4.7 27.2 白石区米里５条２丁目 R2 Ⅰ
40077 0 28 43.05125,141.42661 ⑤ 白石区 北郷８号橋 (ｷﾀｺﾞｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道北郷５６号線 3.4 6.0 白石区北郷２条８丁目 R2 Ⅰ
40080 0 29 43.08397,141.44204 ④ 白石区 ８線幹道橋 (ﾊﾁｾﾝｶﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 市道縦貫自動車道側道１号線 1979 14.1 8.0 白石区東米里２５４４番５地先 R2 Ⅰ
40081 0 30 43.08694,141.44923 ④ 白石区 ７線幹道１号橋 (ﾅﾅｾﾝｶﾝﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道縦貫自動車道側道６号線 1979 7.3 8.0 白石区東米里２５９３番地先 R2 Ⅰ
40082 0 31 43.08620,141.44919 ④ 白石区 ７線幹道２号橋 (ﾅﾅｾﾝｶﾝﾄﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道縦貫自動車道側道６号線 1979 7.3 8.0 白石区東米里２５９０番地先 R2 Ⅰ
40083 0 32 43.08977,141.45821 ④ 白石区 ６線幹道１号橋 (ﾛｸｾﾝｶﾝﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道縦貫自動車道側道６号線 1998 10.5 8.0 白石区東米里２０７０番２地先 R2 Ⅰ
40084 0 33 43.08915,141.45804 ④ 白石区 ６線幹道２号橋 (ﾛｸｾﾝｶﾝﾄﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道縦貫自動車道側道６号線 1979 7.3 8.0 白石区東米里２０７０番９地先 R2 Ⅰ
40087 0 34 43.04139,141.40197 ⑤ 白石区 白石中の島ボックス橋 (ｼﾛｲｼﾅｶﾉｼﾏﾎﾞｯｸｽｷｮｳ) 市道白石中央線 1985 5.9 19.0 白石区南郷通３丁目南 R2 Ⅱ
40101 0 35 43.03881,141.45138 ③ 白石区 繁昌橋 (ﾊﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道流通センター７丁目１号線 1975 59.2 18.0 白石区流通センター４丁目 R2 Ⅱ R4
40107 0 36 43.08226,141.46280 ② 白石区 九号新川橋 (ｷｭｳｺﾞｳｼﾝｶﾜﾊﾞｼ) 道道東雁来江別線 1997 86.0 20.0 白石区東米里２０２９番２地先 R2 Ⅱ

37 43.07834,141.41421 ⑤ 白石区 桜の杜橋 (ｻｸﾗﾉﾓﾘﾊﾞｼ) 米里東雁来連絡線 2020 4.7 22.8 白石区菊水元町9条1丁目 初回点検 - -
38 43.07878,141.41401 ⑤ 白石区 白菊橋 (ｼﾗｷﾞｸﾊﾞｼ) 米里東雁来連絡線 2020 10.1 22.8 白石区菊水元町9条1丁目 初回点検 - -

40170 0 39 43.06911,141.40033 ⑤ 白石区 北十三条大橋右岸ボックス橋 (ｷﾀｼﾞｭｳｻﾝｼﾞｮｳｵｵﾊｼｳｶﾞﾝﾎﾞｯｸｽｷｮｳ) 米里北郷連絡線 1976 10.5 17.5 白石区菊水元町３条１丁目 初回点検 - -

橋梁
番号

枝 No

施設諸元

所在地 備考
点検

修繕
履歴施設ID

グ
ル
ー

プ

管理区 施設名 フリガナ 路線名
架設
年度

橋長
(m)

幅員
(m)

直近の点検結果

（別添1）












































